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「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例につい

て（情報） 

 

 

標題のことについては、配偶者居住権に関する譲渡所得について「配偶者居住権に関す

る譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例を別添のとおり作成したので、

執務の参考として送付する。 

 

 



別添 

 

 

「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例 

 

 

○ 目次 

番号 事例の概要 申告する者 ページ 

事例１ 
配偶者居住権及び敷地利用権の消滅（合意解除）につき対価を

取得した場合 
妻 １～３ 

事例２ 

収用等で配偶者居住権及び敷地利用権の消滅に係る補償金並

びに配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地の用

に供される土地に係る補償金を取得した場合 

妻・長男 ４～９ 

事例３ 
配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地の用に供
される土地を配偶者居住権者に売却した場合 

長男 10～13 

事例４ 
対価を支払って配偶者居住権及び敷地利用権を消滅（合意解
除）させた後、建物及び土地を売却した場合 

長男 14～17 

事例５ 
配偶者居住権者が配偶者居住権の目的となっている建物及び
その敷地の用に供される土地を購入した後、その建物及び土地
を売却した場合 

妻 18～21 

参考 第22回生命表（完全生命表）に基づく平均余命 22～23 

 

（注）１ この事例における家族構成は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。 

被相続人（夫）
国税　太郎

配偶者（妻）
国税　花子

子（長男）
国税　一郎



【事例１の記載例】 

 
【事例１】配偶者居住権及び敷地利用権の消滅（合意解除）につき対価を取得した場合 

 

（相続開始前）          （遺産分割協議後）      （配偶者居住権等消滅後） 

     相続開始 
 遺産分割 

    合 意 解 除 
による消滅 

    

 
所有権：被相続人 

  配偶者居住権：妻   
所有権：長男 

 

   所有権：長男    

所有権：被相続人 
敷地利用権：妻  

所有権：長男 
所有権：長男 

                                       

（事実関係） 

  Ⅹ02年６月１日 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花子）とともに居住の用に

供した。 

  Ⅹ12年４月１日 被相続人が死亡し、相続が開始した。相続人は、妻と長男（国税一郎）の２名である。 

  Ⅹ12年８月１日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。 

  Ⅹ15年10月１日 妻と長男の間で配偶者居住権を消滅させる旨の合意が成立し、妻は長男からその消

滅の対価を取得した。 

 事実関係の詳細 

Ⅹ02年６月１日 

（被相続人が取得） 

取得した建物及び土地：木造住宅（新築）とその敷地の用に供される土地 

取得に要した金額：建   物…25,000,000円 土   地…45,000,000円 

不動産の所在地番：○○市××町１丁目234－５ 

不動産の住居表示：○○市××町１丁目２－３ 

Ⅹ12年４月１日 

（相続開始） 

相 続 税 評 価 額 ：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円 

        ：建   物… 4,023,130円 土   地…28,040,000円 

Ⅹ12年８月１日 

（配偶者居住権設定） 

妻 の 満 年 齢：80歳 

配偶者居住権の存続期間：終身 

Ⅹ15年10月１日 

（配偶者居住権消滅） 

消滅の対価の額：配偶者居住権… 9,000,000円 敷地利用権…12,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対価 

対価 
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【事例１の記載例】 

 
○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

 
 
 
 
 
  

この⑪欄の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】」

の②欄へ合計して転記します。 

 この事例では、次の金額を転記することになります。 

  8,986,443 円 ＋ 10,091,250 円 ＝ 19,077,693 円 

 

※ 配偶者居住権等の消滅に係る譲渡所得の申告の場合、裏面の「３」から

「６」までを記載する必要はありません。 

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 

遺 贈 の 場 合：相続開始の時 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

配偶者居住権の設定に係る登記費用など、配
偶者居住権等を取得するために支出した金額が
ある場合は、その金額を⑤欄の外書に記載しま
す。 
 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑤欄の外書に記載した金額がある場合には、

外書の金額を加算した金額を記載します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

 配偶者居住権等が消滅した日を記載します。 

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者居住権が設定された時におけるその配偶者の平均

余命の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定められている場合は、その年数を記載し、「設定期間」

を○で囲みます。ただし、その年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、平均余命の年数

を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された時の属する年の１月１日現在において公表されている

最新のもの）に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命をいいます。 
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【事例１の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】の記載例 

 
 配偶者居住権及び敷地利用権の

消滅に係る譲渡所得は、総合課税

の対象であるため、「譲渡所得の内

訳書（確定申告書付表）【総合譲渡

用】」を使用します。 

 「配偶者居住権に関する譲渡所

得に係る取得費の金額の計算明細

書《確定申告書付表》」の⑪欄の金

額を合計して転記します。 

 配偶者居住権等の消滅につき支

払を受けた対価の額を記載しま

す。 

 配偶者居住権等の取得費の計

算については、「配偶者居住権に

関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付

表》」に記載しますので、右の記載

例のように記載します。 

 総合課税の譲渡所得について

は、50万円の特別控除額（Ｃの金

額が50万円に満たない場合は、Ｃ

の金額を限度とします。）がありま

す。 

総合課税の譲渡所得は、取得した日から譲渡した日までの所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。 

原則として、所有期間が５年を超えている場合は長期譲渡所得となり、所有期間が５年以内の場合は短期譲渡所得となります。

ただし、配偶者居住権等の消滅に係る譲渡所得で、配偶者居住権を取得した時にその配偶者居住権の目的となっている建物等を

譲渡したとした場合にその建物等を取得した日（被相続人の取得年月日）とされる日以後５年を経過する日後の消滅に係るもの

については、配偶者居住権等を取得した日から配偶者居住権等が消滅した日までの期間が５年以内の場合でも、長期譲渡所得と

なります。 

 この事例の場合、配偶者が配偶者居住権等を取得した日（Ⅹ12年８月１日）から消滅した日（Ⅹ15年10月１日）までの期間は

５年以内ですが、配偶者居住権を取得した時にその配偶者居住権の目的となっている建物等を譲渡したとした場合にその建物等

を取得した日とされる日（被相続人の取得年月日：Ⅹ02年６月１日）以後５年を経過する日後の消滅に係るものであることから、

長期譲渡所得となります。 

配偶者居住権（建物）及び敷地利

用権（土地）の面積を二段書きで記

載します。 

 消滅した配偶者居住権等につい

て記載します。 
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【事例２の記載例】 

 
【事例２】収用等で配偶者居住権及び敷地利用権の消滅に係る補償金並びに配偶者居住権の目的となっ

ている建物及びその敷地の用に供される土地に係る補償金を取得した場合 

 

（相続開始前）          （遺産分割協議後）       （配偶者居住権等消滅後） 

    相続開始 

遺産分割 
    収用等     

 
所有権：被相続人 

  配偶者居住権：妻   

事業施行者 

 

   所有権：長男    

所有権：被相続人 
敷地利用権：妻  

  
所有権：長男 

    

（事実関係） 

 Ⅹ02年６月１日 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花子）とともに居住の用に

供した。 

 Ⅹ12年４月１日 被相続人が死亡し、相続が開始した。相続人は、妻と長男（国税一郎）の２名である。 

  Ⅹ12年８月１日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。 

  Ⅹ15年10月１日 土地が収用等をされたことによりその土地の上にある建物が取り壊され、配偶者居

住権及び敷地利用権が消滅したことに伴い、妻及び長男に対し、事業施行者から補償

金が支払われた。 

 事実関係の詳細 

Ⅹ02年６月１日 

（被相続人が取得） 

取得した建物及び土地：木造住宅（新築）とその敷地の用に供される土地 

取得に要した金額：建   物…25,000,000円 土   地…45,000,000円 

不動産の所在地番：○○市××町１丁目234－５ 

不動産の住居表示：○○市××町１丁目２－３ 

Ⅹ12年４月１日 

（相続開始） 

相 続 税 評 価 額 ：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円 

        ：建   物… 4,023,130円  土   地…28,040,000円 

Ⅹ12年８月１日 

（配偶者居住権設定） 

妻 の 満 年 齢：80歳 

配偶者居住権の存続期間：終身 

Ⅹ15年10月１日 

（収用等） 

補 償 金 の 額：配偶者居住権… 9,000,000円 敷地利用権…12,000,000円 

        ：建   物… 5,000,000円 土   地…38,000,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

補償金 

補償金 
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【事例２の記載例】 

 
《妻（国税花子）の申告の場合》 

○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

 
 
 
 
 
  

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 

この⑪欄の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】」

の②欄へ合計して転記します。 

 この事例では、次の金額を転記することになります。 

  8,986,443 円 ＋ 10,091,250 円 ＝ 19,077,693 円 

 

※ 配偶者居住権等の消滅に係る譲渡所得の申告の場合、裏面の「３」から

「６」までを記載する必要はありません。 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

配偶者居住権の設定に係る登記費用など、配
偶者居住権等を取得するために支出した金額が
ある場合は、その金額を⑤欄の外書に記載しま
す。 
 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

⑤欄の外書に記載した金額がある場合には、外

書の金額を加算した金額を記載します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

 配偶者居住権等が消滅した日を記載します。 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命

の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定められている場合は、その年数を記載し、「設定期間」を○

で囲みます。ただし、その年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、平均余命の年数を記載し、

「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された時の属する年の１月１日現在において公表されている最新の

もの）に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命をいいます。 

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 
遺 贈 の 場 合：相続開始の時 
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【事例２の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】の記載例 

 
 
  

 配偶者居住権及び敷地利用権の

消滅に係る譲渡所得は、総合課税

の対象であるため、「譲渡所得の内

訳書（確定申告書付表）【総合譲渡

用】」を使用します。 

 配偶者居住権等の取得費の計

算については、「配偶者居住権に

関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付

表》」に記載しますので、右の記載

例のように記載します。 

配偶者居住権（建物）及び敷地利

用権（土地）の面積を二段書きで記

載します。 

 配偶者居住権等の消滅につき支

払を受けた対価の額を記載しま

す。 

 「配偶者居住権に関する譲渡所

得に係る取得費の金額の計算明細

書《確定申告書付表》」の⑪欄の金

額を合計して転記します。 

 「収用等により資産が買い取ら

れた場合の5,000万円の特別控除

の特例（措法33の４）」の適用を受

けるときは、5,000万円の特別控

除額（Ｃの金額が5,000万円に満

たない場合は、Ｃの金額を限度と

します。）があります。 

総合課税の譲渡所得は、取得した日から譲渡した日までの所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。 

原則として、所有期間が５年を超えている場合は長期譲渡所得となり、所有期間が５年以内の場合は短期譲渡所得となります。

ただし、配偶者居住権等の消滅に係る譲渡所得で、配偶者居住権を取得した時にその配偶者居住権の目的となっている建物等を

譲渡したとした場合にその建物等を取得した日（被相続人の取得年月日）とされる日以後５年を経過する日後の消滅に係るもの

については、配偶者居住権等を取得した日から配偶者居住権等が消滅した日までの期間が５年以内の場合でも、長期譲渡所得と

なります。 

 この事例の場合、配偶者が配偶者居住権等を取得した日（Ⅹ12年８月１日）から消滅した日（Ⅹ15年10月１日）までの期間は

５年以内ですが、配偶者居住権を取得した時にその配偶者居住権の目的となっている建物等を譲渡したとした場合にその建物等

を取得した日とされる日（被相続人の取得年月日：Ⅹ02年６月１日）以後５年を経過する日後の消滅に係るものであることから、

長期譲渡所得となります。 

 

 消滅した配偶者居住権等につい

て記載します。 
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【事例２の記載例】 

 
《長男（国税一郎）の申告の場合》 

○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

 
 
 
 
 
  

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 
遺 贈 の 場 合：相続開始の時 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

 配偶者居住権の目的となっている建物又はそ

の敷地の用に供される土地を譲渡した日を記載

します。 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者

居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命の年数を記載し、「平均余

命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定めら

れている場合は、その年数を記載し、「設定期間」を○で囲みます。ただし、その

年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合に

は、平均余命の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された

時の属する年の１月１日現在において公表されている最新のもの）に掲げる年齢及び性別

に応じた平均余命をいいます。 
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【事例２の記載例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この⑫欄の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）

【土地・建物用】」の②欄へ合計して転記します。 

 この事例では、次の金額を転記することになります。 

  6,946,057 円 ＋ 34,908,750 円 ＝ 41,854,807 円 

 

※ 配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の用に供される土

地を譲渡した場合、「５」及び「６」を記載する必要はありません。 

建物等の取得費の額として計算され
る金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡し

た場合は、被相続人がその建物等を取得
した購入年月日及び購入価額を引き継
ぎますので、この事例では、被相続人の
購入年月日と購入価額により、取得費の
額を計算します。 
また、建物の償却費相当額の計算にお

ける「経過年数」は、被相続人が取得し
た購入年月日から譲渡年月日までの期
間になります。 
この事例における「償却費相当額」の

計算は、次の償却率等を前提にすると右
の記載例のようになります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年6月～Ⅹ15年10月（譲

渡日） 
13年４か月☞ 13年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月

未満の端数は切り捨てます。 

 この事例では、配偶者居住権の目的と

なっている建物及びその敷地の用に供

される土地を譲渡しているため、「３」及

び「４」を記載します。 

建物を譲渡した時におけるその建物
の取得費の額として計算される金額（購
入価額（ロ）－償却費相当額（ハ））から
配偶者居住権の取得費とされる金額（Ⓐ
（表面の「２」の⑪欄の金額になりま
す。））を控除した金額を記載します。 

土地を譲渡した時におけるその土地
の取得費の額として計算される金額
（イ）から敷地利用権の取得費とされる
金額（Ⓑ（表面の「２」の⑪欄の金額に
なります。））を控除した金額を記載しま
す。 
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【事例２の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】の３面の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配偶者居住権に関する取得費の計算については、

「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」に記載しま

すので、上の記載例のように記載します。 

 「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」の⑫欄の金

額を合計して転記します。 
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【事例３の記載例】 

 
【事例３】配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地の用に供される土地を配偶者居住権者に

売却した場合 

 

 （相続開始前）          （遺産分割協議後）     （配偶者居住権等消滅後） 

    相続開始 

遺産分割 
     売買     

 
所有権：被相続人 

  配偶者居住権：妻   
所有権：妻 

 

   所有権：長男    

所有権：被相続人 
敷地利用権：妻  

所有権：妻 
所有権：長男 

                                       

（事実関係） 

 Ⅹ02年６月１日 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花子）とともに居住の用に

供した。 

 Ⅹ12年４月１日 被相続人が死亡し、相続が開始した。相続人は、妻と長男（国税一郎）の２名である。 

  Ⅹ12年８月１日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。 

  Ⅹ15年10月１日 妻と長男の間で建物及び土地の売買契約が成立し、長男は妻から建物及び土地の売

買代金の支払を受けた。 

 事実関係の詳細 

Ⅹ02年６月１日 

（被相続人が取得） 

取得した建物及び土地：木造住宅（新築）とその敷地の用に供される土地 

取得に要した金額：建   物…25,000,000円 土   地…45,000,000円 

不動産の所在地番：○○市××町１丁目234－５ 

不動産の住居表示：○○市××町１丁目２－３ 

Ⅹ12年４月１日 

（相続開始） 

相 続 税 評 価 額 ：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円 

        ：建   物… 4,023,130円 土   地…28,040,000円 

Ⅹ12年８月１日 

（配偶者居住権設定） 

妻 の 満 年 齢：80歳 

配偶者居住権の存続期間：終身 

Ⅹ15年10月１日 

（譲渡） 

売 買 代 金 の 額 ：建   物… 5,000,000円 土   地…38,000,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

対価 

対価 
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【事例３の記載例】 

 
○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

 
 
 
 
 
  

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 
遺 贈 の 場 合：相続開始の時 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者

居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命の年数を記載し、「平均余

命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定めら

れている場合は、その年数を記載し、「設定期間」を○で囲みます。ただし、その

年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合に

は、平均余命の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された

時の属する年の１月１日現在において公表されている最新のもの）に掲げる年齢及び性別

に応じた平均余命をいいます。 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

 配偶者居住権の目的となっている建物又はそ

の敷地の用に供される土地を譲渡した日を記載

します。 

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 
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【事例３の記載例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この⑫欄の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）

【土地・建物用】」の②欄へ合計して転記します。 

 この事例では、次の金額を転記することになります。 

  6,946,057 円 ＋ 34,908,750 円 ＝ 41,854,807 円 

 

※ 配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の用に供される土

地を譲渡した場合、「５」及び「６」を記載する必要はありません。 

建物等の取得費の額として計算され
る金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡し

た場合は、被相続人がその建物等を取得
した購入年月日及び購入価額を引き継
ぎますので、この事例では、被相続人の
購入年月日と購入価額により、取得費の
額を計算します。 
また、建物の償却費相当額の計算にお

ける「経過年数」は、被相続人が取得し
た購入年月日から譲渡年月日までの期
間になります。 
この事例における「償却費相当額」の

計算は、次の償却率等を前提にすると右
の記載例のようになります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年6月～Ⅹ15年10月（譲

渡日） 
13年４か月☞ 13年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月

未満の端数は切り捨てます。 

 この事例では、配偶者居住権の目的と

なっている建物及びその敷地の用に供

される土地を譲渡しているため、「３」及

び「４」を記載します。 

土地を譲渡した時におけるその土地
の取得費の額として計算される金額
（イ）から敷地利用権の取得費とされる
金額（Ⓑ（表面の「２」の⑪欄の金額に
なります。））を控除した金額を記載しま

す。 

建物を譲渡した時におけるその建物
の取得費の額として計算される金額（購
入価額（ロ）－償却費相当額（ハ））から
配偶者居住権の取得費とされる金額（Ⓐ
（表面の「２」の⑪欄の金額になりま

す。））を控除した金額を記載します。 
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【事例３の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】の３面の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」の⑫欄の金

額を合計して転記します。 

 配偶者居住権に関する取得費の計算については、

「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」に記載しま

すので、上の記載例のように記載します。 
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【事例４の記載例】 

 
【事例４】対価を支払って配偶者居住権及び敷地利用権を消滅（合意解除）させた後、建物及び土地を 

     売却した場合 

 

（相続開始前）         （遺産分割協議後）      （配偶者居住権等消滅後） 

    相続開始 

遺産分割 
    合 意 解 除 

による消滅 
    

 
所有権：被相続人 

  配偶者居住権：妻   
所有権：長男 

 

   所有権：長男    

所有権：被相続人 
敷地利用権：妻  

所有権：長男 
所有権：長男 

                                       

 

（事実関係） 

 Ⅹ02年６月１日 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花子）とともに居住の用に

供した。 

 Ⅹ12年４月１日 被相続人が死亡し、相続が開始した。相続人は、妻と長男（国税一郎）の２名である。 

  Ⅹ12年８月１日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。 

  Ⅹ15年10月１日 妻と長男の間で配偶者居住権を消滅させる旨の合意が成立し、長男は妻にその消滅

の対価を支払った。 

 Ⅹ17年10月１日 長男が建物及び土地を第三者に売却した。 

 事実関係の詳細 

Ⅹ02年６月１日 

（被相続人が取得） 

取得した建物及び土地：木造住宅（新築）とその敷地の用に供される土地 

取得に要した金額：建   物…25,000,000円 土   地…45,000,000円 

不動産の所在地番：○○市××町１丁目234－５ 

不動産の住居表示：○○市××町１丁目２－３ 

Ⅹ12年４月１日 

（相続開始） 

相 続 税 評 価 額 ：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円 

        ：建   物… 4,023,130円 土   地…28,040,000円 

Ⅹ12年８月１日 

（配偶者居住権設定） 

妻 の 満 年 齢：80歳 

配偶者居住権の存続期間：終身 

Ⅹ15年10月１日 

（配偶者居住権消滅） 

消滅の対価の額：配偶者居住権… 9,000,000円 敷地利用権…12,000,000円 

Ⅹ17年10月１日 

（譲渡） 

売 買 代 金 の 額 ：建   物…15,000,000円 土   地…50,000,000円 

 
 
 
 
 

対価 

対価 

売 却 
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【事例４の記載例】 

 
○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

  
 
 
 
 
  

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 
遺 贈 の 場 合：相続開始の時 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

 配偶者居住権等が消滅した日を記載します。 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者

居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命の年数を記載し、「平均余

命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定めら

れている場合は、その年数を記載し、「設定期間」を○で囲みます。ただし、その

年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合に

は、平均余命の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された

時の属する年の１月１日現在において公表されている最新のもの）に掲げる年齢及び性別

に応じた平均余命をいいます。 
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【事例４の記載例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この⑫欄の金額を、「譲渡所得の内訳書

（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・

建物用】」の②欄へ合計して転記します。 

 この事例では、次の金額を転記するこ

とになります。 

  14,048,857 円 ＋ 46,908,750 円 

＝ 60,957,607 円 

《建物（配偶者居住権の消滅の対価）の
償却費相当額の計算》において使用する
償却率は、「３」で使用した償却率と同じ
償却率を使用します。 
また、配偶者居住権の消滅の対価の償

却費相当額の計算における「経過年数」
は、配偶者居住権を消滅させた日から譲
渡年月日までの期間になります。 
償 却 率…☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ15年10月（配偶者居住権を

消滅させた日）～Ⅹ17年10月
（譲渡日） 

     ☞ ２年 
（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月

未満の端数は切り捨てます。 

建物等の取得費の額として計算される
金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した

場合は、被相続人がその建物等を取得し
た購入年月日及び購入価額を引き継ぎま
すので、この事例では、被相続人の購入年
月日と購入価額により、取得費の額を計
算します。 
また、建物の償却費相当額の計算にお

ける「経過年数」は、被相続人が取得した
購入年月日から譲渡年月日までの期間に
なります。 
この事例における「償却費相当額」の計

算は、次の償却率等を前提にすると右の
記載例のようになります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年6月～Ⅹ17年10月（譲渡

日） 
15年４か月☞ 15年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月

未満の端数は切り捨てます。 

建物を譲渡した時におけるその建物の取得費の額
として計算される金額（購入価額（ロ）－償却費相
当額（ハ））から配偶者居住権の取得費とされた金額
（Ⓐ（表面の「２」の⑪欄の金額になります。））を
控除した金額に、配偶者居住権を消滅させるために
支払った対価の額（（ホ）－（ヘ））を加算した金額
を記載します。 
なお、（(ﾛ)－(ﾊ)－Ⓐ）の金額が０以下になるとき

は、（(ﾛ)－(ﾊ)－Ⓐ）を０として計算します。 
 ただし、「３」に配偶者居住権等を消滅させた後に
支払った金額（例えば、増改築の費用）がある場合
において、その金額に係る部分を除いた（(ﾛ)－(ﾊ)
－Ⓐ）が０以下になるときは、（(ﾛ)－(ﾊ)－Ⓐ）を０
とした上で、その金額に係る部分（償却費相当額控

除後）を加算します。 

 この事例では、配偶者居住権及び敷地

利用権を消滅させて建物及びその敷地の

用に供される土地を譲渡しているため、

「３」及び「５」を記載します。 

土地を譲渡した時におけるその土地
の取得費の額として計算される金額
（イ）から敷地利用権の取得費とされ
た金額（Ⓑ（表面の「２」の⑪欄の金額
になります。））を控除した金額に、敷地
利用権を消滅させるために支払った対
価の額（ニ）を加算した金額を記載しま
す。 

配偶者居住権等の消滅につき配偶者に

支払った対価について記載します。 
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【事例４の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】の３面の記載例 

 

 

 配偶者居住権に関する取得費の計算については、「配

偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計

算明細書《確定申告書付表》」に記載しますので、上の

記載例のように記載します。 

 「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」の⑫欄の金額

を合計して転記します。 

分離課税の譲渡所得は、譲渡した年の１月１日における所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれま

す。 

原則として、譲渡した年の１月１日において所有期間が５年を超えている場合は長期譲渡所得となり、所有期間が５

年以内の場合は短期譲渡所得となります。 

配偶者居住権等が消滅した後に配偶者居住権の目的となっていた建物等を譲渡したときのその建物等の所有期間を

判定する場合は、配偶者居住権等の消滅の時期にかかわらず、その建物等を取得した日から譲渡した年の１月１日にお

ける所有期間で判定します。 

 この事例の場合、長男が配偶者居住権の目的となっている建物等を取得した日とされる日（被相続人の取得年月日：

Ⅹ02年６月１日）からその建物等を譲渡した年の１月１日（Ⅹ17年１月１日）までの期間は５年を超えていますので、

長期譲渡所得となります。 
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【事例５の記載例】 

 
【事例５】配偶者居住権者が配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地の用に供される土地を

購入した後、その建物及び土地を売却した場合 

 

（相続開始前）         （遺産分割協議後）      （配偶者居住権等消滅後） 

    相続開始 

遺産分割 
    売買     

 
所有権：被相続人 

  配偶者居住権：妻   
所有権：妻 

 

   所有権：長男    

所有権：被相続人 
敷地利用権：妻  

所有権：妻 
所有権：長男 

                                       

（事実関係） 

 Ⅹ02年６月１日 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花子）とともに居住の用に

供した。 

 Ⅹ12年４月１日 被相続人が死亡し、相続が開始した。相続人は、妻と長男（国税一郎）の２名である。 

  Ⅹ12年８月１日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。 

  Ⅹ15年10月１日 妻と長男の間で建物及び土地の売買契約が成立し、妻は長男に建物及び土地の売買

代金を支払った。 

  Ⅹ17年10月１日 妻が建物及び土地を第三者に売却した。 

 事実関係の詳細 

Ⅹ02年６月１日 

（被相続人が取得） 

取得した建物及び土地：木造住宅（新築）とその敷地の用に供される土地 

取得に要した金額：建   物…25,000,000円 土   地…45,000,000円 

不動産の所在地番：○○市××町１丁目234－５ 

不動産の住居表示：○○市××町１丁目２－３ 

Ⅹ12年４月１日 

（相続開始） 

相 続 税 評 価 額 ：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円 

        ：建   物… 4,023,130円 土   地…28,040,000円 

Ⅹ12年８月１日 

（配偶者居住権設定） 

妻 の 満 年 齢：80歳 

配偶者居住権の存続期間：終身 

Ⅹ15年10月１日 

（配偶者居住権消滅） 

長男に支払った売買代金の額：建   物… 5,000,000円 土   地…38,000,000円 

Ⅹ17年10月１日 

（譲渡） 

売 買 代 金 の 額 ：建   物…15,000,000円  土   地…50,000,000円 

 
 
 
 
 
 

対価 

対価 
売 却 
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【事例５の記載例】 

 
○ 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例 

 
 
 
 
 
  

配偶者が配偶者居住権を取得した日を記載し
ます。 

遺産分割の場合：遺産分割が行われた時 
遺 贈 の 場 合：相続開始の時 

配偶者が配偶者居住権を取得した時に、配偶
者居住権の目的となっている建物等を譲渡した
と仮定した場合のその建物等の取得費の額とし
て計算される金額を計算します。 
相続により取得した建物等を譲渡した場合

は、被相続人がその建物等を取得した購入年月
日及び購入価額を引き継ぎますので、この事例
では、被相続人の購入年月日と購入価額により、
取得費の額を計算します。 
この事例における「償却費相当額」の計算は、

次の償却率等を前提にすると右の記載例のよう
になります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ02年６月～Ⅹ12年８月（配偶者居

住権を取得した日） 
10年２か月☞ 10年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。 

「②の金額の計算」欄の(B)-(C)の金額及び(A)
の金額を記載します。 

⑧／⑨の割合が１を超えるときは、１として計

算します。 

この事例では、次のとおりになります。 

Ⅹ12年８月（①）～Ⅹ15年 10月（⑥） 

３年２か月☞ ３年 

（期間計算） 

６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の

端数は切り捨てます。  

配偶者居住権の設定に係る相続開始の時の相
続税評価額を記載します。 

配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間とされている場合は、その配偶者

居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命の年数を記載し、「平均余

命」を○で囲みます。 

遺産分割の協議若しくは審判又は遺言により配偶者居住権の存続年数が定めら

れている場合は、その年数を記載し、「設定期間」を○で囲みます。ただし、その

年数が配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合に

は、平均余命の年数を記載し、「平均余命」を○で囲みます。 

なお、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てます。 

（注） 「平均余命」とは、厚生労働省が作成する完全生命表（その配偶者居住権が設定された

時の属する年の１月１日現在において公表されている最新のもの）に掲げる年齢及び性別

に応じた平均余命をいいます。 

 配偶者居住権の目的となっている建物又はそ

の敷地の用に供される土地を取得した日を記載

します。 
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【事例５の記載例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この⑫欄の金額を、「譲渡所得の内訳

書（確定申告書付表兼計算明細書）【土

地・建物用】」の②欄へ合計して転記しま

す。 

 この事例では、次の金額を転記するこ

とになります。 

  13,206,000 円 ＋ 48,091,250 円 

＝ 61,297,250 円 

 「２」で計算したⒶ・Ⓑの金額（その
建物及び土地を取得した時において配
偶者居住権及び敷地利用権が消滅した
ものと仮定した場合に、配偶者居住権及
び敷地利用権の取得費の額として計算
される金額）及び配偶者が配偶者居住権
の目的となっている建物及びその敷地
の用に供される土地を取得した時の購
入代金などを記載します。 
この事例における「償却費相当額」の

計算は、次の償却率等を前提にすると右
の記載例のようになります。 
償 却 率…木造（非業務用）☞ 0.031 
経過年数…Ⅹ15年10月（建物及び土地を

取得した日）～Ⅹ17年10月
（譲渡日） 
☞ ２年 

（期間計算） 
６か月以上の端数は１年とし、６か月

未満の端数は切り捨てます。 

Ⓑの金額 

Ⓐの金額 

 この事例では、配偶者が配偶者居住権

の目的となっている建物及びその敷地

の用に供される土地を取得し、譲渡して

いるため、「３」及び「６」を記載します。

土地を譲渡した時におけるその土地の
取得費の額として計算される金額（イ）を
記載します。 

建物を譲渡した時におけるその建物の
取得費の額として計算される金額（購入
価額（ロ）－償却費相当額（ハ））を記載
します。 
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【事例５の記載例】 

 
○ 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】の３面の記載例 

 

分離課税の譲渡所得は、譲渡した年の１月１日における所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれま

す。 

原則として、譲渡した年の１月１日において所有期間が５年を超えている場合は長期譲渡所得となり、所有期間が５

年以内の場合は短期譲渡所得となります。 

配偶者居住権を有する居住者がその配偶者居住権の目的となっている建物等を取得した後にその建物等を譲渡した

ときのその建物等の所有期間を判定する場合は、配偶者居住権等の取得の時期にかかわらず、その建物等を取得した日

から譲渡した年の１月１日における所有期間で判定します。 

 この事例の場合、配偶者が配偶者居住権の目的となっている建物等を取得した日（Ⅹ15年10月１日）からその建物等

を譲渡した年の１月１日（Ⅹ17年１月１日）までの期間は５年以内ですので、短期譲渡所得となります。 

 「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細書《確定申告書付表》」の⑫欄の金

額を合計して転記します。 

 配偶者居住権に関する取得費の計算については、「配

偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計

算明細書《確定申告書付表》」に記載しますので、上の

記載例のように記載します。 
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 第22回生命表（完全生命表）に基づく平均余命（男性）〔平成29年３月１日厚生労働省公表〕 

 

年齢 平均余命 端数処理後 年齢 平均余命 端数処理後 年齢 平均余命 端数処理後 

18 63.09 63 51 31.44 31 84  6.69 ７ 

19 62.11 62 52 30.54 31 85  6.22 ６ 

20 61.13 61 53 29.63 30 86  5.78 ６ 

21 60.16 60 54 28.74 29 87  5.37 ５ 

22 59.19 59 55 27.85 28 88  4.98 ５ 

23 58.22 58 56 26.97 27 89  4.61 ５ 

24 57.25 57 57 26.09 26 90  4.27 ４ 

25 56.28 56 58 25.23 25 91  3.95 ４ 

26 55.31 55 59 24.36 24 92  3.66 ４ 

27 54.34 54 60 23.51 24 93  3.40 ３ 

28 53.37 53 61 22.67 23 94  3.18 ３ 

29 52.40 52 62 21.83 22 95  2.98 ３ 

30 51.43 51 63 21.01 21 96  2.79 ３ 

31 50.46 50 64 20.20 20 97  2.62 ３ 

32 49.49 49 65 19.41 19 98  2.46 ２ 

33 48.52 49 66 18.62 19 99  2.31 ２ 

34 47.55 48 67 17.85 18 100  2.18 ２ 

35 46.58 47 68 17.08 17 101  2.05 ２ 

36 45.62 46 69 16.33 16 102  1.94 ２ 

37 44.65 45 70 15.59 16 103  1.83 ２ 

38 43.69 44 71 14.85 15 104  1.73 ２ 

39 42.73 43 72 14.13 14 105  1.63 ２ 

40 41.77 42 73 13.43 13 106  1.55 ２ 

41 40.81 41 74 12.73 13 107  1.46 １ 

42 39.86 40 75 12.03 12 108  1.39 １ 

43 38.90 39 76 11.36 11 109  1.32 １ 

44 37.96 38 77 10.69 11 110  1.25 １ 

45 37.01 37 78 10.05 10 111  1.19 １ 

46 36.07 36 79  9.43 ９ 112  1.13 １ 

47 35.13 35 80  8.83 ９ 113 － － 

48 34.20 34 81  8.25 ８ 114 － － 

49 33.28 33 82  7.70 ８ 115 － － 

50 32.36 32 83  7.18 ７ 116 － － 
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第22回生命表（完全生命表）に基づく平均余命（女性）〔平成29年３月１日厚生労働省公表〕 

 

年齢 平均余命 端数処理後 年齢 平均余命 端数処理後 年齢 平均余命 端数処理後 

18 69.29 69 51 37.12 37 84  8.94 ９ 

19 68.30 68 52 36.18 36 85  8.30 ８ 

20 67.31 67 53 35.24 35 86  7.70 ８ 

21 66.32 66 54 34.31 34 87  7.12 ７ 

22 65.33 65 55 33.38 33 88  6.57 ７ 

23 64.34 64 56 32.45 32 89  6.05 ６ 

24 63.36 63 57 31.53 32 90  5.56 ６ 

25 62.37 62 58 30.61 31 91  5.11 ５ 

26 61.39 61 59 29.68 30 92  4.68 ５ 

27 60.40 60 60 28.77 29 93  4.29 ４ 

28 59.42 59 61 27.85 28 94  3.94 ４ 

29 58.44 58 62 26.94 27 95  3.63 ４ 

30 57.45 57 63 26.04 26 96  3.36 ３ 

31 56.47 56 64 25.14 25 97  3.11 ３ 

32 55.49 55 65 24.24 24 98  2.88 ３ 

33 54.51 55 66 23.35 23 99  2.68 ３ 

34 53.53 54 67 22.47 22 100  2.50 ３ 

35 52.55 53 68 21.59 22 101  2.33 ２ 

36 51.57 52 69 20.72 21 102  2.17 ２ 

37 50.59 51 70 19.85 20 103  2.03 ２ 

38 49.61 50 71 18.99 19 104  1.90 ２ 

39 48.64 49 72 18.14 18 105  1.78 ２ 

40 47.67 48 73 17.30 17 106  1.67 ２ 

41 46.70 47 74 16.46 16 107  1.57 ２ 

42 45.73 46 75 15.64 16 108  1.48 １ 

43 44.76 45 76 14.82 15 109  1.39 １ 

44 43.80 44 77 14.02 14 110  1.31 １ 

45 42.83 43 78 13.23 13 111  1.23 １ 

46 41.87 42 79 12.46 12 112  1.16 １ 

47 40.92 41 80 11.71 12 113  1.10 １ 

48 39.96 40 81 10.99 11 114  1.04 １ 

49 39.01 39 82 10.28 10 115  0.98 １ 

50 38.07 38 83  9.59 10 116 － － 
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